
様 式 第 1号 (省 令 第一条及 び第五 条関係 ) (第 一 面 )

都 道府 県 労働 局長  殿

一般 事業 主行 動 計画 策 定・ 変更届

届 出年 月 日

(ふ りが な )

一 般 事 業 主 の 氏 名 又 は名 称

(ふ りが な )

(法 人 の場 合 )代 表 者 の 氏 名

所住

電 話 番 号 θルタ″夕7r∂ J/θ

一般 事 業 主行 動 計画 を (策 定・ 変更 )し た ので 、女 性 の職 業 生 活 にお け る活躍 の推 進 に 関す
る法律 第 8条 第 1項 又 は第 7項 の規 定 に基 づ き、 下記 の とお り届 け出ます。

1,11:i;::1) 令和 `年 二月 >綱
3.5更上巌ξ皇呈客轟鼻合の計画期間    、

②  目標又は女性活躍推進対策の内容 (既 に都道府県労働局長に届け出た一般事業主行動計
画策定 。変更届の事項に変更を及ぼすよ うな場合 に限る。 )

③ その他

.一 般 事 業 主行 動 計画 の 計画期 間 平成 。() `年  年月 /日 ～ 令 和 ′年 3月 3/日

5.一 般 事 業 主行 動計画 の 労働 者 へ の周 知 の方 法

回 事 業所 内 の見や す い場 所へ の掲 示

② 書面の交付

③ 電子メールの送信

④ その他の周知方法

(                                       )

6.下 般事業主行動計画の外部への公表方法

① インターネ ッ トの利用 (女 性の活躍推進企業データベース/          その
他 ( ))

② その他の公表方法

(                                       )

7.女性の職業生活における活躍に関する情報の公表の方法
① 〔/F~ン ターネ ッ トの利用,(女 性の活躍推進企業データベース/         /そ の

他 ( ))
その他の公表方法

8.一 般 事 業 主 行 動 計 画 を定 め る際 に把握 した 女性 の職 業 生活 にお け る活 躍 に関す る状 況 の分析
の概況

(1)基 礎項 目の状況把握・分析の実施

(2)
(

(3)

記

1.常 時雇 用 す る労働 者 の数
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女性活躍推進法
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一般事業主行動計画の担 当部局名
(ふ りがな)

担 当 者 の 氏 名



様式第 1号 (第 一条及び第二条関係) (第 二面 。第二面 )

9.達 成 しよ うとす る 目標 及 び 取組 の内容 の概 況 (一 般 事 業 主行 動 計 画 を添付 す る場合 は記載省 略 可 )

(1)達 成 しよ うとす る 日標 の 内容 (常 時雇 用 す る労働 者 数 301人 以上 の事 業 主 は、分 類 につ いて下
記 の表 の左欄 の数 字 を記 載。 数値 目標 で代 表 的 な もの のみ を記載。 )

(i)1

(五 )2つ 目の達成 しよ うとす る 日標 め内容 (常 時雇 用 す る労働 者 数 301以 上の事 業 主 は必ず記 載 )

達成 しよ うとす

る 日標 に関す る

事項 (分 類 )

採 用 した労働者 に占める女性 労働者の割合 (区 )

男女別 の採用における競争倍 率 (区 )

労働者 に 占める女性労働者 の害1合 (区 )(派 )

男女別 の配置の状況 (区 )

男女別 の将来の育成 を 目的 とした教育副|1練 の受講 の状況 (区 )

管理職及び男女の労働者 の配置・育成・評価・ 昇進・性別役割分担意識 その他 の職

場風土等 に関す る意識 (区 )(派 :性別役割分担意識 な ど職場風土等に関す る意識 )

管理職 に占める女性 労働者 の割合

各職階の労働者 に占める女 性 労働者 の割合及 び役員 に占める女性の割 合

男女別 の 1つ 上位 の職階へ昇進 した労働者 の割合

男女の人事評価 の結果 にお け る差異 (区 )

セ クシュアルハ ラスメン ト等 に関す る各種相談窓 口への相談状況 (区 )(派 )

男女別 の職種又 は雇用形態 の転換の実績 (区 )(派 :雇 入れ の実績 )

男女別 の再雇用又は中途採用 の実績 (区 )

男女別 の職種若 しくは雇用形態の 1云 換者、再雇用者又は中途採用者 を管理職へ登用

した実績

非正社員 の男女別のキャ リアア ップに向けた研修 の受講の状況 (区 )

男女の賃金 の差異 (区 )          .
。男女の平均継続勤務年数 の差異 (区 )

・ 10事 業年度前及びその前後 のlF業 年度 に採用 された労働者 の男女別 の継続雇用

害1合 (区 )

。男女別 の育児体業取得率及び平均取得期 間 (区 )   |
。男女別 の職業生活 と家庭生活 との両立を支援す るための制度 (育 児休 業 を除 く:)
の利用実績 (区 )

。男女別 の フ レックスタイム制 、在宅勤務 、テ レワー ク等の柔軟な働 き方 に資す る制

度 の利用実績

・労 lri711者 の各月 ご との平均残 業時間数等 の労働時間 (健 康管理 時間)の 状況
・労 lllll者 の各月 ごとの平均残業時間数等 の労働時間 (健 康管理 時間)の 状況 (区 )(派 )
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①女性労働者 に

対す る職業生活

に関す る機会の

提供

②職業生活 と家

庭生活との両立

に資する雇用環

境の整備

表



(2)女 性 の活躍推進 に関す る取組 の内容の概況

達成 しよ うとす る 目標 に

関す る事項 (分 類 )

女性 の活 躍推 進 に関す る取組 の 内容 と して定 めた事項 (例 示 )

採用に関す る事項

ア 採用選考基準や、その運用 の見直 し

イ 女性が活躍できる職場であることについての求職者に向けた積極的広報

0 -般 職等の職務範囲の拡大・昇進の上限 の見直 し 。処.遇 改善

θ  一般職等か ら総合職等へ の転換制度 の積極的な運用

オ 育児・介護・配偶者の転勤等を理由とす る退職者に対する再雇用の実施

力 その他

(                              )

継続就業・職場風土に関す

る事項

職場 と家庭の両方 にお いて男女が ともに貢献できる職場風土づ くり

に向けた意識啓発

上司を通 じた男性 労働者 の働 き方の見直 しな ど育児参画の促進

利用可能 な両立支援制度 に関す る労働者・ 管理職への周知徹底

若手の労働者 を対象 とした仕事 と家庭 の両立 を前提 としたキャ リア

イ メージ形成のための研修・説 明会等 の実施

育児休業か らの復職者 を部下に持つ上司に対す る適切なマネ ジメン

卜・ 育成等 に関す る研修等

短時間勤務制度・ フ レックスタイム制 。

よる柔軟 な働 き方の実現

その他

0

イ

ゥ

ェ

オ

カ 在宅勤務・テ レワー ク等 に

長時間労働 の是正 に関す る

事項

ア 組織 の トップか らの長時間労働是正 に関す る強いメ ッセージの発信

イ 組:織 全体・部署 ごとの数値 目標 の設定 と徹底的なフォローア ップ

ウ 時間当た りの労働生産性 を重視 した人事評価

工 管理職 の人事評価 にお ける長時間労働 是正 。生産性 向上に関す る評価

②  労働者間の助 け合いの好事例発表 。評価等 による互いに助 け合 う職場

風土の醸成

カ チー ム内の業務状況 の情報共有/上 司 に よる業務 の優先順位 付 けや

業務分担 の見直 し等のマネ ジメン トの徹底

キ その他

(                               )

配置・育成・教育訓練に関

す る事項/評価 。登用に関す

る事項

イ

ゥ

0

オ

従来、男性 労働者 中心であつた職場へ の女性労働者の配置拡大 と、そ

れ に よる多様 な職務経験 の付与

女性 労働者 の積極的 。公正な育成・評価 に向けた上司への ヒア リング

若手 に対す る多様 な ロールモデル・多様 なキャ リアパス事例の紹介/
ロール モデル とな る女性 管理職 と女性 労働 者 との交流機会 の設 定等

によるマ ッチ ング

職 階等 に応 じた女性 同士の交流機会 の設 定等 によるネ ッ トワー ク形

成支援

時間当た りの労働生産性 を重視 した人事評価 による育児休業・短時間

勤務等の利用 に公平な評価 の実施

その他

多様なキャ リアコースに関

す る事項

ア 採用時の雇用管理 区分 に とらわれ ない活躍 に向けた コース別雇用管

理の見直 し (コ ース区分の廃止 。再編等 )

0 -般 職等の職務範囲の拡大・昇進 の上限の見直 し・処遇改善

0 非正社員か ら正社員 (※ )へ の転換制度 の積極的運用

工 育児・介護・配偶者の転勤等を理由とす る退職者に対する再雇用の実施

オ その他
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(記 載 要領 )                            '

1.「 届 出年 月 日」欄 は、都 道府 県 労働 局長 に「一般 事 業 主行 動計画策 定・変更 届 」 (以 下 「届

出書」 とい う志 )を 提 出す る年 月 日を記 載 す る こ と。

2.「 ‐般 事 業 主 の氏名 又 は名称 、代 表者 の氏名 、住所 及 び電話番 号」欄 は、 申請 を行 う一般

事業 主 の 氏名 又 は名称 、住所及 び電 話番 号 を記載 す る こ と。一般 事 業 主 が法 人 の場合 に あ
つて は、法 人 の名 称 、代 表者 の氏名 、主 た る事務 所 の所 在 地及 び電話 番 号 を記 載 す る こ と。
電話番 号 につ い て は、主 た る事務 所 の電 話番 号 を記 載 す るこ と。

3.「 一般事業主行動計画を (策 定 。変更 )」 欄 は、該 当す る文字を○で囲む こと。

4.「 1.常 時雇 用す る労働者 の数 」欄 は届 出書 を提 出す る 日又 は提 出す る 日前 の 1か 月 以 内

のいず れ か の 日にお い て常 時雇 用 す る労働 者 の数 、 うち男女 別 労働 者 の数 を記載す る こ
‐と。

「 2:一 般 事 業 主行 動計画 を (策 定 。変 更 )し た 日」欄 は、該 当す る文字 を 〇 で囲む と と

もに、策 定又 は変 更 した 日を記 載 'す る こ と。

「3.変 更 した場 合 の変 更 内容 」欄 は、該 当す る もの の番号 を〇で囲む こ と。

.「 4.一 般 事 業 主行 動 計画 の計 画期 間」欄 は 、策 定 した一般 事 業 主行 動計 画 の 計画期 間 の

初 日及 び 末 日の年 月 日を記載す る こ と。

8.「 5.二 般 事 業 主行 動計画 の労働 者 へ の周 知 の方 法」欄 は、該 当す る もの の番 号 を○ で 囲

み、④を○で囲んだ場合は、①か ら③以外の周知の方法を記載すること。

9.「 6.一 般事業主行動計画の外部への公表方法」及び 「7.女 性の職業生活 における活躍

に関する情報の公表の方法」欄は、該当するものの番号を〇で囲み、①を○で囲んだ場合

は、括弧内の具体的方法を○で囲むか、記載すること。②を〇で囲んだ場合 は、①以外の

公表の方法を記載す ること。

「8,一 般事業主行動計画 を定める際に把握 した女性の職業生活にお ける活躍 に関す る状
況の分析 の概 況」棚 は、 (1)に つ いては(① 採用 した労働者 に,占 める女性 労働者の書1合 、
②男女の平均継続勤務年数の差異、③労働者一人 当た りの各月 ごとの時間外 労働及び休 日
労働 の合計時間数等の労働時間の状況、④管理的地位 にある労働者 (管 理職 )に 占める女
性労働者 の割合 について把握・分析 を実施 した場合 は、 (済 )を 〇で囲み、 (2)に つい

ては、把握・分析 した場合は、その項 目を記 1支 す ること (代 表的なもののみ を記載 )。 (3)
については、常時雇用す る労働者数 301人 以上の事業主が男女の賃金 の差異 を把握 した場
合又は常時雇用す る労働者数 300人 以下の事業主が選択項 目として男女の賃金 の差異 を把
握 した場合は、 (済 )を ○で囲む こと ((2)に は記載 しない )。 また、 「事業年度」の

欄 に男女の賃金 の差異を把握 した事業年度 を記載す ること。ただ し、令和 5年 9月 末 まで
の間、常時雇用す る労働者数 301人 以上の事業主 にあっては、男女の賃金 の差異を把握 し
ていない場合 、届 出書を提 出す る年月 日が属す る事業年度 を記 1文 す ること。

「9.達 成 しよ うとす る日標及び取組 あ内容の概況」欄 は、 (1)に ついて は、二般事業
主行動計画 に定 めた達成 しようとす る目標 (数 値 目標 で代表的なもの)の 内容 について記
載す るこ と。また、常時雇用す る労働者数 301人 以上の事業主にあっては、 (1)と (五 )

両方記載 し、当該 目標の分類について表 中の該 当す る番号 (① 又は② )を 記載す ること。
(2)に ついては、女性・の活躍の推進に関す る取組の内容 として定めた事項につ いて例示 さ

れた事項 に該 当す る場合は(そ れ ぞれ該当す る記号 (ア か ら力)を ○で囲み 、その他の項
目を定めた場合 は 「その他」にその概要 を記載す ること。   |

なお、届出書 とともに一般事業主行動計画 を添付す る場合は、 9欄 の記載 は省略す るこ

とができるこ と。

10.

(第 四面 )


